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ポジティブな消費者教育のススメ　
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学生への情報提供は大切。でも
それで十分ではない…

https://www.univcoop.or.jp/fresh/life/trouble/index.html
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消費者教育を受けた記憶のあ
る人が少ない
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国民生活白書平成20年版より定着する実践的教育が課題に
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消費者問題の関心分野

平成28年版消費者白書より

悪質商法に関心低い若者
5

前頭前皮質

熟慮システム

自動システム
大脳辺縁系

大脳辺縁系

前頭前皮質

0 10 20 30 40 50 60 70 80

若者と老人は熟慮システムが弱い
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行動経済学が示す 

消費者教育の３つの壁

先送り傾向

自信過剰傾向

情報過多・選択肢過多に弱い

金融広報中央委員会「行動経済学の金融教育への応用による 消費者の学習促進と行動改善 」（H25.11)

モチベーション↔プチ成功体験の循環
対策
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どっちの話，聞きたいですか？

気をつけて！ 
あなたを狙う悪質商法
ひとごとではない深刻な被害 
消費者被害の最前線

これで解決！ 
悪質商法に負けない人と地域づくり

誰でもできる！笑顔を増やせる！ 
みんなでできる悪質商法撃退法

被害防止情報をポジティブに伝えるのが大事「自分を守る」→「自分が社会を守る」
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だまし・勧誘手法の特徴

熟慮システムを麻痺させる

自動システムを刺激する

コントロール可能な自動システム優位へ誘導
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自動システム 熟慮システム
感覚情報に 
基づく迅速な
感情や行動の
反応

論理・理性に 
基づく思考 

熟慮システムの麻痺しやすさが悪用される
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人間の脳はドキドキに弱い？

「つり橋効果」
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自由意思の一致に法的拘束力

を不当に押しつけられ判断力を奪わ
れた場合　　 

消費者保護法の基本的考え方

契約の自由

契約の効力を制限！
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自動システムを刺激する手法

返報性 社会的
証明

権威

コミット 
メントと 
一貫性

希少性 好意

ロバート・チャルディーニ「影響力の武器」より

身近な広告・勧誘と手法は同じ
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返報性

社会的
証明

権威

コミットメント
と一貫性

希少性

好意

借りは返さずにいられない

車も人も，急には止まれない

「皆さんそうされてます」に弱い

「今だけ，ここだけ，あなただけ」は 
最強の殺し文句

「権威を疑え」はむずかしい

好感度NO.1タレントの誘いは 
断れない
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勧誘手法の理解の重要性 
（アメリカの実験から）

①セミナーで，勧誘手法の特徴を学び，テレ
ビコマーシャル等と詐欺的電話勧誘とで同
じ手法であることを説明した後 

②テレビ通販を題材に，勧誘手法を受講者
に指摘させる 

③受講３日後，架空の投資勧誘の電話を掛
け，勧誘の成否にセミナーの受講の有無
で違いが出るか，実験

福原敏恭「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」より
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勧誘手法の理解の重要性 
（アメリカの実験から）

架空の投資勧誘に応じた人の割合

身近な勧誘手法に「気づく力」が重要
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国民生活センター「ウェブ版国民生活」NO.64より

「被害者予備軍」から「担い手」へ
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＝

＝
エシカルな消費行動が日々の訓練に
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草思社　2006年 誠信書房　2014年

騙される仕組みを考えるための参考文献
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文藝春秋社　2010年 早川書房　2014年
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